
 

○ 総 務 省 令 第 七 十 九 号                                     

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 三 年 八 月 二 十 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

     電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

  （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 



 

 

  改  正  後  改  正  前 

（ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 五 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 に お い て 無 線 設 備

の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 一 四 ・ 四

GH
z

を 超 え 一 四 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

 三 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う 。 ） に 限

る 。 ） 

［ 四 略 ］ ［ 四 同 上 ］ 

五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 で あ つ て 、 一 四 ・ 四 GH
z

を 超 え 一

四 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 

五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局 

［ 六 ～ 九 略 ］ ［ 六 ～ 九 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線

局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 十 五 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 地 球 局  三 ［ 同 上 ］ 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］  ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準   ［ 新 設 ］  

 ［ 四 略 ］  ［ 四 同 上 ］ 

五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局  五 ［ 同 上 ］ 

  ［ ⑴ ～ ⑺  略 ］ ［ ⑴ ～ ⑺ 同 上 ］ 

  ⑻  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に 規 定 す る 技 術 基 準   ［ 新 設 ］ 

(
9
)

～ (1
6)  ［ 略 ］  (
8
)

～ (1
5)  ［ 同 上 ］ 

 ［ 六 ～ 十 二 略 ］  ［ 六 ～ 十 二 同 上 ］ 

別表第二号の五 人工衛星局の電力束密度の許容値（第 32 条の６関係） 別表第二号の五 ［同左］ 

周 波 数 帯 
仰角（δ）

（注１） 

電力束密度の許

容値（注２） 

［１～８ 略］ ［略］ ［略］ 

９ 8.025GHzを超え8.5GHz以下 

10.7GHzを超え11.7GHz以下（注５） 

０度を超え

５度以下 

－150デシベル

（注４） 

５度を超え

25度以下 

－150＋0.5（δ

－５）デシベル

（注４） 

周 波 数 帯 
仰角（δ）

（注１） 

電力束密度の許

容値（注２） 

［１～８ 同左］ ［同左］ ［同左］ 

９ 8.025GHzを超え8.5GHz以下 

10.7GHzを超え11.7GHz以下（注５） 

０度を超え

５度以下 

－150デシベル

（注４） 

５度を超え

25度以下 

－150＋0.5（δ

－５）デシベル

（注４） 



 

25度を超え

90度以下 

－140デシベル

（注４） 

10 9.9GHzを超え10.4GHz以下 ０度を超え

5.7度以下 

－113デシベル

（注６、注９） 

5 . 7度を超

え53度以下 

－109＋25log10

（δ－５）デシ

ベル（注６、注

９） 

53度を超え

90度以下 

－66.6デシベル

（注６、注９） 

11 10.7GHzを超え11.7GHz以下（注10） ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

12 10.7GHzを超え12.75GHz以下（注11） ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

13 11.7GHzを超え12.75GHz以下（注10） ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

14 ［略］ ［略］ ［略］ 

15 17.7GHzを超え19.3GHz以下（注12） ［略］ －115デシベル

（注６、注13） 

－115－Ｘデシ

ベル（注６、注

14） 

［略］ －115＋0.5（δ

－５）デシベル

（注６、注13） 

－ 1 1 5 － Ｘ ＋

（（10＋Ｘ）／

20）（δ－５）

デシベル（注

６、注14） 

［略］ ［略］ 

16 19.3GHzを超え19.7GHz以下 

21.4GHzを超え22GHz以下 

22.55GHzを超え23.55GHz以下 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

25度を超え

90度以下 

 

 

－140デシベル

（注４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10.7GHzを超え11.7GHz以下（注９） ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

11 10.7GHzを超え12.75GHz以下（注10） ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

12 11.7GHzを超え12.75GHz以下（注９） ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

13 ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

14 17.7GHzを超え19.3GHz以下（注11） ［同左］ －115デシベル

（注６、注12） 

－115－Ｘデシ

ベル（注６、注

13） 

［同左］ －115＋0.5（δ

－５）デシベル

（注６、注12） 

－ 1 1 5 － Ｘ ＋

（（10＋Ｘ）／

20）（δ－５）

デシベル（注

６、注13） 

［同左］ ［同左］ 

15 19.3GHzを超え19.7GHz以下 

21.4GHzを超え22GHz以下 

22.55GHzを超え23.55GHz以下 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 



 

24.45GHzを超え24.75GHz以下 

25.25GHzを超え27.5GHz以下 

31GHzを超え31.3GHz以下（注15） 

40GHzを超え40.5GHz以下（注16） 

40.5GHzを超え42GHz以下（注７、注17、注20） 

17 31.8GHzを超え32.3GHz以下（注15） 

37GHzを超え38GHz以下（注18） 

［略］ －120デシベル

（注６） 

－115デシベル

（注６、注19） 

［略］ － 1 2 0＋ 0 . 7 5

（δ－５）デシ

ベル（注６） 

－115＋0.5（δ

－５）デシベル

（注６、注19） 

［略］ ［略］ 

18 ［略］ ［略］ ［略］ 

19 37GHzを超え38GHz以下（注５、注15） ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

20 37.5GHzを超え40GHz以下（注７、注16） 

42GHzを超え42.5GHz以下（注７、注17、注20） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

21 37.5GHzを超え40GHz以下（注５、注16） 

42GHzを超え42.5GHz以下（注５、注17） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

22 40.5GHzを超え42GHz以下（注５、注17） ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

24.45GHzを超え24.75GHz以下 

25.25GHzを超え27.5GHz以下 

31GHzを超え31.3GHz以下（注14） 

40GHzを超え40.5GHz以下（注15） 

40.5GHzを超え42GHz以下（注７、注16） 

 

 

 

 

 

16 31.8GHzを超え32.3GHz以下（注14） 

37GHzを超え38GHz以下（注17） 

［同左］ －120デシベル

（注６） 

－115デシベル

（注６、注18） 

［同左］ － 1 2 0＋ 0 . 7 5

（δ－５）デシ

ベル（注６） 

－115＋0.5（δ

－５）デシベル

（注６、注18） 

［同左］ ［同左］ 

17 ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

18 37GHzを超え38GHz以下（注５、注14） ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

19 37.5GHzを超え40GHz以下（注７、注19） 

42GHzを超え42.5GHz以下（注７、注16、注20） 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

20 37.5GHzを超え40GHz以下（注５、注19） 

42GHzを超え42.5GHz以下（注５、注16） 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

21 40.5GHzを超え42GHz以下（注５、注16） ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ 
 

［注１～８ 略］ ［注１～８ 同左］ 

９ 地球探査衛星業務を行う人工衛星局の電力束密度の許容値は、次の式から平均電力束密

度を求める。 

Ｐ＋10log10（τ）＋10log10（ＰＲＦ）－30－10log10（Ｂｃ）＋Ｇｔ（δ）－10log10（４

πｄ2（δ）） 

なお、 Ｐ：尖頭電力（デシベル）（１ワットを０デシベルとする。） 

τ：パルス長（マイクロ秒） 

ＰＲＦ：パルス繰り返し周波数（kHz） 

［新設］ 



 

δ：人工衛星局の軌道に直交する垂直面を基準とした地上からの人工衛星局の

仰角（度） 

Ｂｃ：人工衛星局が発射する電波の周波数帯域幅（MHz） 

Ｇｔ（δ）：仰角δにおける人工衛星局の軌道に直交する垂直面を基準とした

人工衛星局の空中線の絶対利得（デシベル） 

ｄ（δ）：仰角δにおける人工衛星局と地上との距離（メートル） 

10～15 ［略］ ９～14 ［同左］ 

16 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。 15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。 

17 ［略］ 16 ［同左］ 

18 ［略］ 17 ［同左］ 

19 ［略］ 18 ［同左］ 

［削る］ 19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。 

［20 略］ ［20 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 （ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



 

 
  改  正  後  改  正  前 

別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式（第20条の６、第20条の９及

び第25条の２関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによる

ことができる。） 

別表第二号の四 ［同左］ 

［１枚目～３枚目 略］ ［１枚目～３枚目 同左］ 

 ４枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、設備規則第49条の23の５、設備規則第49条の24の２及び設備規則第49条の24の

３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ４枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、設備規則第49条の24の２及び設備規則第49条の24の３に規定する携帯移動地球局

の場合に限る。） 

［表略］ ［表同左］ 

５枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、設備規則第49条の23の５、設備規則第49条の24の２及び設備規則第49条の24の

３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ５枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、設備規則第49条の24の２及び設備規則第49条の24の３に規定する携帯移動地球局

の場合に限る。） 

［表略］ ［表同左］ 

［注 略］ ［注 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

 （ 無 線 局 運 用 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条  無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規

定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。



 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

目 次 目 次 

 ［ 第 一 章 ～ 第 八 章 略 ］ ［ 第 一 章 ～ 第 八 章 同 上 ］ 

第 九 章 宇 宙 無 線 通 信 の 業 務 の 無 線 局 の 運 用 （ 第 二 百 六 十 二 条 ― 第 二 百 六 十 二 条 の 四 ） 第 九 章 宇 宙 無 線 通 信 の 業 務 の 無 線 局 の 運 用 （ 第 二 百 六 十 二 条 ― 第 二 百 六 十 二 条 の 三 ） 

 ［ 第 十 章 略 ］ 

 附 則 

［ 第 十 章 同 上 ］ 

 附 則 

第 二 百 六 十 二 条 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 携 帯 移 動

地 球 局 及 び 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 三 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 地 球 局 は 、 次 に 掲 げ

る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 天 頂 を 九 ○ 度 と し た 送 信 空 中 線 の 最 大 輻 射 の 方 向 の 仰 角 の 値 が 二 十 五 度 以 下 と な ら な い よ

う 運 用 し な け れ ば な ら な い 。 

二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 携 帯 移 動 地 球 局 を 船 上 で

運 用 す る 場 合 に お い て 、 低 潮 線 の 平 均 海 面 か ら の 高 さ 八 〇 メ ー ト ル 地 点 に お け る 最 大 電 力

束 密 度 （ 当 該 携 帯 移 動 地 球 局 か ら の 電 波 で あ つ て 、 最 大 の 電 力 密 度 の 一 H
z

の 帯 域 幅 に お け

る 一 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 電 力 束 密 度 と し 、 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 次 号 に お い て

同 じ 。 ） の 値 は （ － ） 一 一 六 デ シ ベ ル を 超 え て 運 用 し な い こ と 。 

三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 携 帯 移 動 地 球 局 を 航 空 機

に 搭 載 し て 運 用 す る 場 合 に お い て 、 地 表 面 に お け る 最 大 電 力 束 密 度 の 値 は 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 地 表 面 に お け る 水 平 方 向 を 基 準 と し た 電 波 の 到 来 角 の 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 掲 げ る 値 を 超 え て 運 用 し な い こ と 。 

電 波 の 到 来 角 （ θ ） 電 力 束 密 度 

五 度 以 下 （ － ） 一 二 二 デ シ ベ ル 

五 度 を 超 え 四 〇 度 以 下 次 に 掲 げ る 式 に よ る 値 以 下 

－127＋θデシベル 

四 〇 度 を 超 え 九 〇 度 以 下 （ － ） 八 七 デ シ ベ ル 
 

［ 新 設 ］ 

 

 

第 二 百 六 十 二 条 の 三 ［ 略 ］ 第 二 百 六 十 二 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

第 二 百 六 十 二 条 の 四 ［ 略 ］ 第 二 百 六 十 二 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 四 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る

も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。



 

 
  改  正  後  改  正  前 

目 次 目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 九 の 二 略 ］ ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 九 の 二 同 上 ］ 

第 四 節 の 二 十 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 三 ｜ 第 四 十 九 
条 の 二 十 三 の 五 ） 

第 四 節 の 二 十 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 三 ・ 第 四 十 九

条 の 二 十 三 の 二 ） 

［ 第 四 節 の 二 十 一 ～ 第 九 節 略 ］ ［ 第 四 節 の 二 十 一 ～ 第 九 節 同 上 ］ 

［ 第 五 章 略 ］ 

 附 則 

［ 第 五 章 同 上 ］ 

附 則 

（ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能 に 支 障 を 与 え な

い 限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回 路 を 使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の

回 路 の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ 3
2  略 ］ ［ ２ ～ 3
2  同 上 ］ 

3
3  第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 及 び 第 五 十 四 条 の 三 第 三 項 に 規 定 す る 地

球 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 値 と す る 。 

［ 新 設 ］ 

（ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 そ

れ ぞ れ に 定 め る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 基 地 地 球 局

の 無 線 設 備 で 六 、 三 四 五 ＭＨ
ｚ

を 超 え 六 、 四 二 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 四 、 一 二 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 四 、 二 〇 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の 又 は 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛

星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で 二 、 六 五 五 ＭＨ
ｚ

を 超 え

二 、 六 九 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 二 、 五 〇 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 二 、 五 三 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 受 信 す る も の は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

［ イ 〜 ハ 略 ］ 

二 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 基 地 地 球 局 の

無 線 設 備 で 二 九 ・ 一 ＧＨ
ｚ

を 超 え 二 九 ・ 三 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 又 は 非 静 止 衛 星

に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で

一 、 六 一 八 ・ 二 五 ＭＨ
ｚ

を 超 え 一 、 六 二 六 ・ 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 条

件 に 適 合 す る こ と 。 

 ［ イ 〜 ハ 略 ］ 

（ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 そ

れ ぞ れ に 定 め る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 基 地 地 球 局

の 無 線 設 備 で 六 、 三 四 五 ＭＨ
ｚ

か ら 六 、 四 二 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 四 、 一 二 〇 ＭＨ
ｚ

か

ら 四 、 二 〇 〇 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の 又 は 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局

の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で 二 、 六 五 五 ＭＨ
ｚ

か ら 二 、 六

九 〇 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 二 、 五 〇 〇 ＭＨ
ｚ

か ら 二 、 五 三 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を

受 信 す る も の は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

［ イ 〜 ハ 同 上 ］ 

二 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 基 地 地 球 局 の

無 線 設 備 で 二 九 ・ 一 ＧＨ
ｚ

か ら 二 九 ・ 三 ＧＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 又 は 非 静 止 衛 星 に

開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で 一 、

六 一 八 ・ 二 五 ＭＨ
ｚ

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 条 件 に 適

合 す る こ と 。 

 ［ イ 〜 ハ 同 上 ］ 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 二 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 を 除

く 。 ） の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 一 、 六 二 六 ・ 五 ㎒ を 超 え 一 、

六 六 〇 ・ 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 、 五 二 五 ㎒ を 超 え 一 、 五 五 九 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 二 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 を 除

く 。 ） の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 一 、 六 二 六 ・ 五 ㎒ か ら 一 、 六

六 〇 ・ 五 ㎒ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 、 五 二 五 ㎒ か ら 一 、 五 五 九 ㎒ ま で の 周 波 数 の 電 波

を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 



 

[ 一 ～ 五 略] ［ 一 ～ 五 同 上] 
第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 三 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行

う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 一 、 六 一 〇 ㎒ を 超 え 一 、 六 一 八 ・ 七 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、

二 、 四 八 三 ・ 五 ㎒ を 超 え 二 、 五 〇 〇 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の

条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

[ 一 ・ 二 略] 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 三 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行

う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 一 、 六 一 〇 ㎒ か ら 一 、 六 一 八 ・ 七 五 ㎒ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、

二 、 四 八 三 ・ 五 ㎒ か ら 二 、 五 〇 〇 ㎒ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の 条

件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 同 上] 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 四 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を

行 う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 二 九 ・ 五 ㎓ を 超 え 三 〇 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 九 ・ 七 ㎓ を

超 え 二 〇 ・ 二 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で

な け れ ば な ら な い 。 

一 一 般 的 条 件 

  ［ イ 〜 ホ 略 ］ 

  ヘ 二 九 ・ 五 ＧＨ
ｚ

を 超 え 三 〇 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 の 発 射 を 禁 止 さ れ た 領 域 内 に お い て 電 波 の

発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

[ 二 略] 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 四 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を

行 う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 二 九 ・ 五 ㎓ か ら 三 〇 ㎓ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 九 ・ 七 ㎓ か ら

二 〇 ・ 二 ㎓ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の の 無 線 設 備 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

 一 一 般 的 条 件 

  ［ イ 〜 ホ 同 上 ］ 

  ヘ 二 九 ・ 五 ＧＨ
ｚ

か ら 三 〇 ＧＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 の 発 射 を 禁 止 さ れ た 領 域 内 に お い て 電 波 の 発

射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

［ 二 同 上] 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 高 度 六 〇 〇 k
m

以 下 の 軌 道 を 利 用 す る 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局

の 中 継 に よ り 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 で 、 一 四 ・ 〇 GH
z

を 超 え 一 四 ・ 五 GH
z

以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 〇 ・ 七 GH
z

を 超 え 一 二 ・ 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の の 無

線 設 備 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

一 一 般 的 条 件 

イ 空 中 線 は 、 通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 の み を 自 動 的 に 捕 捉 及 び 追 尾 す る こ と が で き

る も の で あ つ て 、 当 該 人 工 衛 星 局 を 自 動 的 に 捕 捉 及 び 追 尾 す る こ と が で き な く な つ た 場 合

は 直 ち に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ロ 携 帯 基 地 地 球 局 が 送 信 す る 制 御 信 号 を 受 信 し た 場 合 に 限 り 、 電 波 の 発 射 を 開 始 で き る 機

能 を 有 す る こ と 。 

ハ 携 帯 基 地 地 球 局 の 制 御 に よ り 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ニ 周 波 数 及 び 輻 射 す る 電 力 は 、 携 帯 基 地 地 球 局 が 送 信 す る 制 御 信 号 に よ つ て 自 動 的 に 設 定

さ れ る も の で あ る こ と 。 

ホ 自 局 の 障 害 を 検 出 す る 機 能 を 有 し 、 障 害 を 検 出 し た と き 及 び 携 帯 基 地 地 球 局 が 送 信 す る

信 号 を 正 常 に 受 信 で き な い と き は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ヘ 他 の 無 線 局 の 運 用 に 妨 害 を 与 え な い た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。 

ト 送 受 信 機 の 筐 体 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 

 

二 送 信 装 置 の 条 件 

四 〇 kH
z

帯 域 幅 当 た り の 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り で あ る こ と 。 

主 輻 射 方 向 か ら の 離 角 （ θ ） 

最 大 輻 射 電 力 （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す

る 。 ） 

 



 

〇 度 以 上 一 七 度 未 満 六 ・ 四 六 デ シ ベ ル 以 下 
一 七 度 以 上 一 九 ・ 七 度 未 満 次 に 掲 げ る 式 に よ る 値 以 下 

－1.2θ＋0.5デシベル 

一 九 ・ 七 度 以 上 三 五 ・ 九 五 度 未 満 次 に 掲 げ る 式 に よ る 値 以 下 

－0.24θ－18.412デシベル 

三 五 ・ 九 五 度 以 上 一 八 〇 度 以 下 （ － ） 二 七 ・ 〇 四 デ シ ベ ル 以 下 
 

第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛

星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 〇 〇 〇 ㎒ を 超 え 二 、 〇 〇 五 ㎒ 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 二 、 一 九 〇 ㎒ を 超 え 二 、 一 九 五 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の

は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 [ 一 ・ 二 略] 

第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 四 対 地 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 防 災 対 策 携 帯 移 動 衛

星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 〇 〇 〇 ㎒ か ら 二 、 〇 〇 五 ㎒ ま で の 周 波

数 の 電 波 を 送 信 し 、 二 、 一 九 〇 ㎒ か ら 二 、 一 九 五 ㎒ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の は 、 次

に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ・ 二 同 上] 

（ 他 の 一 の 地 球 局 に よ つ て そ の 送 信 の 制 御 が 行 わ れ る 小 規 模 地 球 局 の 無 線 設 備 ） （ 他 の 一 の 地 球 局 に よ つ て そ の 送 信 の 制 御 が 行 わ れ る 小 規 模 地 球 局 の 無 線 設 備 ） 

第 五 十 四 条 の 三 陸 上 に 開 設 す る 二 以 上 の 地 球 局 （ 移 動 す る も の で あ つ て 、 停 止 中 に の み 運 用 を

行 う も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 そ の 送 信 の 制 御 を 行 う 他 の 一 の 地 球 局

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） と 通 信 系 を 構 成 し 、 か つ 、 空 中 線 の 絶 対 利 得

が 五 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 送 信 空 中 線 を 有 す る も の の 無 線 設 備 で 、 十 四 ・ 〇 GH
z

を 超 え 十 四 ・ 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 十 二 ・ 二 GH
z

を 超 え 十 二 ・ 七 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す

る も の （ 第 三 項 に お い て 条 件 が 定 め ら れ て い る 無 線 設 備 を 除 く 。 ） は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 五 十 四 条 の 三 陸 上 に 開 設 す る 二 以 上 の 地 球 局 （ 移 動 す る も の で あ つ て 、 停 止 中 に の み 運 用 を

行 う も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 そ の 送 信 の 制 御 を 行 う 他 の 一 の 地 球 局

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） と 通 信 系 を 構 成 し 、 か つ 、 空 中 線 の 絶 対 利 得

が 五 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 送 信 空 中 線 を 有 す る も の の 無 線 設 備 で 、 十 四 ・ 〇 GH
z

を 超 え 十 四 ・ 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 十 二 ・ 二 GH
z

を 超 え 十 二 ・ 七 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す

る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ～ 七 略 ］ ［ 一 ～ 七 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３ 陸 上 に 開 設 す る 二 以 上 の 地 球 局 の う ち 、 高 度 六 〇 〇 k
m

以 下 の 軌 道 を 利 用 す る 非 静 止 衛 星 に 開

設 す る 人 工 衛 星 局 及 び 制 御 地 球 局 と 通 信 系 を 構 成 す る も の の 無 線 設 備 で 、 一 四 ・ 〇 GH
z

を 超 え 一

四 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 し 、 一 〇 ・ 七 GH
z

を 超 え 一 二 ・ 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

受 信 す る も の は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 一 般 的 条 件 

イ 制 御 地 球 局 が 送 信 す る 制 御 信 号 を 受 信 し た 場 合 に 限 り 、 電 波 の 発 射 を 開 始 で き る 機 能 を

有 す る こ と 。 

ロ 制 御 地 球 局 の 制 御 に よ り 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ハ 周 波 数 及 び 輻 射 す る 電 力 は 、 制 御 地 球 局 が 送 信 す る 制 御 信 号 に よ つ て 自 動 的 に 設 定 さ れ

る も の で あ る こ と 。 

ニ 自 局 の 障 害 を 検 出 す る 機 能 を 有 し 、 障 害 を 検 出 し た と き 及 び 制 御 地 球 局 が 送 信 す る 信 号

を 正 常 に 受 信 で き な い と き は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

ホ 他 の 無 線 局 の 運 用 に 妨 害 を 与 え な い た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。 

ヘ 送 受 信 機 の 筐 体 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 

二 送 信 装 置 の 条 件 

四 〇 kH
z

帯 域 幅 当 た り の 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 、 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 第 二 号 に 規 定 す る 値

［ 新 設 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

と す る 。 

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

 ［第１～第76 略］  ［第１～第76 同左］ 

第77 第49条の23の５及び第54条の３第３項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値

は、第１から第４までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合

には、電波の型式に冠して表示する。 

［新設］ 

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

［１～41 略］ ［１～41 同左］ 

42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備（14、36、37、41、56及び67の規定の適用があるも

のを除く。）であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度

の許容値は、２(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。 

42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備（14、36、37、41及び56の規定の適用があるものを

除く。）であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許

容値は、２(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。 

［43～67 略］ ［43～67 同左］ 

68 第49条の23の５及び第54条の３第３項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、

２(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 

［新設］ 

69 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から68までの規定にかかわらず、その値

を別に定めることができる。 

68 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から67までの規定にかかわらず、その値

を別に定めることができる。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

（ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 五 条  特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。



 

 
  改  正  後  改  正  前 

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） （ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 九 の 二 略 ］ ［ 一 ～ 九 の 二 同 上 ］ 

九 の 三 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 三 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局

に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

［ 十 ～ 二 十 八 の 二 の 四 略 ］ ［ 十 ～ 二 十 八 の 二 の 四 同 上 ］ 

 二 十 八 の 二 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 五 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て

い る 携 帯 移 動 地 球 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

［ 二 十 八 の 三 ～ 七 十 七 略 ］ ［ 二 十 八 の 三 ～ 七 十 七 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号 ［ 同 上 ］ 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。 ［ 一 同 上 ］ 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 特 性 試 験 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど う

か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

⑶ ［ 同 上 ］ 

ア 次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ ぞ

れ 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ れ と

同 等 以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。 

ア ［ 同 上 ］ 

一 

装
置 

二 

試 験

項 目 

三 測

定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

［ 略 ］ 第 二

条 第

一 項

第 九

号 の

二 の

無 線

設 備 

第 二

条 第

一 項

第 九

号 の

三 の

無 線

設 備 

［ 略 ］ 第 二

条 第

一 項

第 二

十 八

号 の

二 の

四 の

無 線

設 備 

第 二

条 第

一 項

第 二

十 八

号 の

二 の

五 の

無 線

設 備 

［ 略 ］ 

 

 

 

送
信

装
置 

周 波

数 

周 波 数

計 又 は

ス ペ ク

ト ル 分

○ ○ ○ ○ 

一
装

置 

二 

試 験

項 目 

三 測

定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

［ 同

上 ］ 

第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 二 の 無 線

設 備 

［ 同
上 ］ 

第 二 条 第 一 項 第

二 十 八 号 の 二 の

四 の 無 線 設 備 

［ 同

上 ］ 

 

 

 

送
信

装
置 

周 波

数 

周 波 数

計 又 は

ス ペ ク

ト ル 分

○ ○ 

 



 

析 器 

占 有

周 波

数 帯

幅 

擬 似 音

声 発 生

器 又 は

擬 似 信

号 発 生

器 
バ ン ド

メ ー タ

又 は ス

ペ ク ト

ル 分 析

器 
○ ○ ○ ○ 

ス プ

リ ア

ス 発

射 又

は 不

要 発

射 の

強 度 

低 周 波

発 振 器 

ス プ リ

ア ス 電

力 計 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

○ ○ ○ ○ 

空 中

線 電

力 

電 力

計 、 電

界 強 度

測 定 器

又 は ス

ペ ク ト

ル 分 析

器 

○ ○ ○ ○ 

比 吸

収 率 

比 吸 収

率 測 定

装 置 

    

入 射

電 力

密 度 

電 界 強

度 測 定

器 

    

周 波

数 偏

低 周 波

発 振 器 

    

析 器 

占 有

周 波

数 帯

幅 

擬 似 音

声 発 生

器 又 は

擬 似 信

号 発 生

器 

バ ン ド

メ ー タ

又 は ス

ペ ク ト

ル 分 析

器 

○ 

 

○ 

 

ス プ

リ ア

ス 発

射 又

は 不

要 発

射 の

強 度 

低 周 波

発 振 器 

ス プ リ

ア ス 電

力 計 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

○ ○ 

空 中

線 電

力 

電 力

計 、 電

界 強 度

測 定 器

又 は ス

ペ ク ト

ル 分 析

器 

○ ○ 

比 吸

収 率 

比 吸 収

率 測 定

装 置 

  

入 射

電 力

密 度 

電 界 強

度 測 定

器 

  

周 波

数 偏

低 周 波

発 振 器 

  



 

移 、

周 波

数 偏

位 又

は 変

調 度 

直 線 検

波 器 又

は 変 調

度 計 
変 調

衝 撃

係 数 

低 周 波

発 振 器 
オ シ ロ

ス コ ー

プ 

    

プ レ

エ ン

フ ァ

シ ス

特 性 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

    

搬 送

波 電

力 

低 周 波

発 振 器 

ス ペ ク

ト ル 分

析 器 

    

総 合

周 波

数 特

性 

低 周 波

発 振 器 

電 力 計 

    

総 合

歪 及

び 雑

音 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

歪 率 雑

音 計 

    

送 信

立 ち

上 が

り 時

間 及

び 送

オ シ ロ

ス コ ー

プ 又 は

ス ペ ク

ト ル 分

析 器 

    

移 、

周 波

数 偏

位 又

は 変

調 度 

直 線 検

波 器 又

は 変 調

度 計 

変 調

衝 撃

係 数 

低 周 波

発 振 器 

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

  

プ レ

エ ン

フ ァ

シ ス

特 性 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

  

搬 送

波 電

力 

低 周 波

発 振 器 

ス ペ ク

ト ル 分

析 器 

 

 

 

 

総 合

周 波

数 特

性 

低 周 波

発 振 器 

電 力 計 

  

総 合

歪 及

び 雑

音 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

歪 率 雑

音 計 

  

送 信

立 ち

上 が

り 時

間 及

び 送

オ シ ロ

ス コ ー

プ 又 は

ス ペ ク

ト ル 分

析 器 

  



 

信 立

ち 下

が り

時 間 
送 信

時 間 

低 周 波

発 振 器 

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

    
隣 接

チ ャ

ネ ル

漏 え

い 電

力 等

又 は

帯 域

外 漏

え い

電 力 

低 周 波

発 振 器 

電 力 測

定 用 受

信 機 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

    

搬 送

波 を

送 信

し て

い な

い と

き の

電 力 

低 周 波

発 振 器 

電 力 測

定 用 受

信 機 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

    

送 信

速 度 

低 周 波

発 振 器 

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

    

受
信

装
置 

副 次

的 に

発 す

る 電

電 界 強

度 測 定

器 又 は

ス ペ ク

○  ○ 

注 ６ 

 
信 立

ち 下

が り

時 間 

送 信

時 間 

低 周 波

発 振 器 

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

  

隣 接

チ ャ

ネ ル

漏 え

い 電

力 等

又 は

帯 域

外 漏

え い

電 力 

低 周 波

発 振 器 

電 力 測

定 用 受

信 機 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

  

搬 送

波 を

送 信

し て

い な

い と

き の

電 力 

低 周 波

発 振 器 

電 力 測

定 用 受

信 機 又

は ス ペ

ク ト ル

分 析 器 

  

送 信

速 度 

低 周 波

発 振 器 

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

 

 

 

 

受
信

装
置 

副 次

的 に

発 す

る 電

電 界 強

度 測 定

器 又 は

ス ペ ク

○ ○ 

注 ６ 



 

波 等

の 限

度 

ト ル 分

析 器 

感 度 標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

    
通 過

帯 域

幅 

標 準 信

号 発 生

器 

周 波 数

計 

レ ベ ル

計 

    

減 衰

量 

標 準 信

号 発 生

器 

周 波 数

計 

レ ベ ル

計 

    

ス プ

リ ア

ス ・

レ ス

ポ ン

ス 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

    

隣 接

チ ャ

ネ ル

選 択

度 

低 周 波

発 振 器 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

    

波 等

の 限

度 

ト ル 分

析 器 

感 度 標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

  

通 過

帯 域

幅 

標 準 信

号 発 生

器 

周 波 数

計 

レ ベ ル

計 

  

減 衰

量 

標 準 信

号 発 生

器 

周 波 数

計 

レ ベ ル

計 

  

ス プ

リ ア

ス ・

レ ス

ポ ン

ス 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

  

隣 接

チ ャ

ネ ル

選 択

度 

低 周 波

発 振 器 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

  



 

計 又 は

オ シ ロ

ス コ ー

プ 
感 度

抑 圧

効 果 
標 準 信

号 発 生

器 
レ ベ ル

計 

    
相 互

変 調

特 性 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

    

局 部

発 振

器 の

周 波

数 変

動 

周 波 数

計 

    

デ ィ

エ ン

フ ァ

シ ス

特 性 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

    

総 合

歪 及

び 雑

音 

標 準 信

号 発 生

器 

歪 率 雑

音 計 

    

 

 

計 又 は

オ シ ロ

ス コ ー

プ 

感 度

抑 圧

効 果 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 

  

相 互

変 調

特 性 

標 準 信

号 発 生

器 

レ ベ ル

計 又 は

歪 率 雑

音 計 

  

局 部

発 振

器 の

周 波

数 変

動 

周 波 数

計 

  

デ ィ

エ ン

フ ァ

シ ス

特 性 

低 周 波

発 振 器 

直 線 検

波 器 

  

総 合

歪 及

び 雑

音 

標 準 信

号 発 生

器 

歪 率 雑

音 計 

  

 

［ 注 １ ～ 2
3  略 ］ ［ 注 １ ～ 2
3  同 上 ］ 

［ イ ・ ウ 略 ］ ［ イ ・ ウ 同 上 ］ 

［ 二 ・ 三 略 ］ ［ 二 ・ 三 同 上 ］ 



 

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 別表第二号 ［同左］ 

 ［第一～第四 略］  ［第一～第四 同左］ 

第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書  第五 ［同左］ 

 ［様式略］ ［様式同左］ 

［注１～15 略］ ［注１～15 同左］ 

16 10の欄の添付図面の記載等は、次によること。 16 ［同左］ 

［⑴ 略］ ［⑴ 同左］ 

⑵ 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。 

なお、ＶＳＡＴ地球局（第２条第１項第９号の３に掲げる無線設備を除く。）に使

用する無線設備並びに第２条第１項第30号の２、第30号の３及び第46号に掲げる無線

設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。 

また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備

のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車そ

の他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂

直面の指向特性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した書類を添付す

ること。 

⑵ 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。 

なお、ＶＳＡＴ地球局に使用する無線設備並びに第２条第１項第30号の２、第30号

の３及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載

すること。 

また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備

のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車そ

の他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂

直面の指向特性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した書類を添付す

ること。 

［⑶～⑸ 略］ ［⑶～⑸ 同左］ 

［17 略］ ［17 同左］ 

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと

する。 

［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証

明機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表

に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

４ ［同左］ 

特定無線設備の種別 記号 

［略］ ［略］ 

第２条第１項第９号の２に掲げる無線設備 ＳＷ 

第２条第１項第９号の３に掲げる無線設備 ＮＲ 

［略］ ［略］ 

第２条第１項第28号の２の４に掲げる無線設備 ＯＳ 

第２条第１項第28号の２の５に掲げる無線設備 ＯＲ 

［略］ ［略］ 

 

特定無線設備の種別 記号 

［同左］ ［同左］ 

第２条第１項第９号の２に掲げる無線設備 

 

ＳＷ 

［同左］ ［同左］ 

第２条第１項第28号の２の４に掲げる無線設備 ＯＳ 

［同左］ ［同左］ 

 



 

 

 

  ［５ 略］   ［５ 同左］ 
備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 

 

附  則                                     

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 


